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前
漢
東
海
郡
の
学
術
的
動
向

釜

田

啓

市

(
ご
は
じ
め
に

前
漢
思
想
史
を
考
え
る
場
合
、
大
別
し
て
二
種
類
の
研
究
方
法
が
あ
る
。

一
つ
は
、
あ
る
個
人
に
光
を
あ
て
、
そ
の
個
人
を
、
時
代

を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
研
究
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
特
徴
的
な
概
念
を
通
じ
て
、
思
想
を
研
究
し
て
い
く
方
法
で

あ
る
。
例
え
ば
、
前
者
の
代
表
と
し
て
は
董
仲
野
研
究
が
、
後
者
の
代
表
と
し
て
は
天
人
相
関
説
研
究
や
災
異
思
想
研
究
が
挙
げ
ら
れ

ょ
う
。こ

う
し
た
研
究
方
法
は
、
前
漢
と
い
う
時
代
を
理
解
す
る
為
に
は
必
要
で
あ
る
と
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
疑
問
に
思
う
の

は
、
こ
う
し
た
研
究
は
中
央
或
い
は
朝
廷
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
乙
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
思
想
を
そ
の
ま
ま
前
漢
世
界
全
般

(ょ

と
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
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鶴
間
和
幸
氏
は
「
地
域
か
ら
統
一
へ
の
視
点
」
を
主
張
し
、
古
代
世
界
を
都
市
・
戦
国
国
家
・
華
夷
共
存
の
世
界
の
段
階
的
な
三
つ

(2) 

の
地
域
に
分
類
し
、
中
華
帝
国
を
戦
国
国
家
と
華
夷
共
存
の
世
界
と
の
中
聞
に
位
置
付
け
る
。
即
ち
、
統
一
帝
国
と
は
そ
の
内
部
が
均
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一
な
存
在
で
は
決
し
て
な
く
、
複
数
の
様
々
な
要
素
(
都
市
・
戦
国
国
家
)
か
ら
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
前
漢
思
想
史
を
顧
み
る
と
、
や
は
り
「
統
こ
と
、
「
中
央
」
が
全
て
を
代
表
す
る
こ
と
と
が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て

お
り
、
「
統
こ
に
対
す
る
「
地
域
」
性
、
「
中
央
(
朝
廷
こ
に
対
す
る
「
地
方
」
性
と
い
う
二
つ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
朝
廷
で
活
躍
し
た
所
謂
知
識
人
は
、
大
半
が
長
安
以
外
の
出
身
で
あ
る
。
知
識
人
を
研
究
す
る
際
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
出
身
地
を
も
十
分
に
考
慮
し
、
思
想
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
想
を
、
時
代
或
い
は
個
人
に
の
み
単
純
に
帰
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
性
・
地
方
性
に
も
注
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
地
域
・
地
方
か
ら
の
思
想
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
前
漢
・
東
海
郡
の
知
識
人
を
見
て
い
く
。
な
お
東
海
郡
を
取
り
上
げ

(3) 

る
の
は
、
『
漢
書
』
「
儒
林
伝
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
う
ち
、
東
海
郡
出
身
者
が
比
較
的
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

(
二
)
「
貨
殖
伝
」
と
「
地
理
志
」
と
に
お
け
る
東
海
郡

ま
ず
、
東
海
郡
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
、
「
史
記
』
「
貨
殖
伝
」
に
あ
る
東
海
郡
の
記
事
か
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

彰
城
以
東
、
東
海
・
呉
・
広
陵
、
此
れ
東
楚
な
り

「
貨
殖
伝
」
で
は
、
東
海
郡
は
呉
・
広
陵
と
と
も
に
「
東
楚
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
溝
書
』
「
地
理
志
」
で
は
、

魯
地
、
杢
・
婁
、
魯
の
分
埜
な
り
。
東
は
東
海
に
至
り
、
南
に
は
澗
水
有
り
、
准
に
至
り
、
臨
准
の
下
相
・
推
陵
・
憧
・
取
慮
、



皆
な
魯
分
な
り
。

と
東
海
郡
を
「
魯
」
に
分
類
し
、
そ
し
て

漢
興
り
て
以
来
、
魯
の
東
海
卿
相
に
至
る
も
の
多
し

と
、
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
之
の
『
史
記
』
の
「
東
楚
」
と
「
漢
書
』
の
「
魯
」
と
い
う
分
類
の
違
い
、
ま
た

前漢東海郡の学術的動向

『
漢
書
』
に
い
う
「
人
材
を
多
く
輩
出
」
と
い
う
指
摘
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

分
類
の
違
い
に
関
し
て
「
史
記
』
に
お
け
る
東
海
郡
の
位
置
付
け
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
東
海
郡
が
ど
こ
に
属
す
る
か
を

示
す
資
料
を
こ
例
挙
げ
る
。

「
周
勃
世
家
」
で
、
項
羽
戦
の
最
末
期
で
の
周
勃
の
行
動
と
し
て
、
「
籍
、
巳
に
死
し
、
因
り
て
東
の
か
た
楚
地
・
酒
水
・
東
海
郡
、

凡
そ
二
十
二
県
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
東
海
郡
は
項
羽
の
勢
力
下
、
即
ち
「
楚
」
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
次
に
「
楚
元

王
世
家
」
に
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
前
段
階
と
し
て
、

王

立
つ
こ
と
二
十
年
、
冬
、
坐
し
て
薄
太
后
の
為
に
私
姦
に
服
し
、
東
海
郡
を
削
ら
る

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
景
帝
期
ま
で
の
東
海
郡
は
楚
王
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。

43 

以
上
の
二
例
に
よ
り
、
漢
初
の
東
海
郡
は
楚
の
一
部
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
東
海
郡
を
「
東
楚
」
に
分
類
す
る
の
は
、
「
貨
殖
伝
」

(4) 

に
限
定
さ
れ
て
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
元
来
、
「
貨
殖
伝
」
は
「
経
済
地
理
」
の
観
点
よ
り
地
域
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
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た
、
鶴
間
和
幸
氏
の
農
業
生
産
形
態
に
よ
る
地
域
区
分
で
は
、
東
海
郡
は
「
当
時
は
稲
作
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
」
こ
と

(5) 

に
よ
り
、
「
江
・
准
」
地
域
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
史
記
』
編
纂
当
時
に
あ
っ
て
は
、
東
海
郡
を
「
東
楚
」
に
分
類
す
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
「
漢
書
』
で
は
「
魯
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
ま
ず
「
塩
鉄
論
」
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
「
塩
鉄
論
』
「
晃
錯
篇
」
に
、

大
夫
日
く
:
:
:
日
者
、
准
南
・
衡
山

文
学
を
修
め
、
四
方
の
遊
士
を
招
き
、
山
東
の
儒
・
墨
は
戚
な
江
・
准
の
聞
に
緊
ま
り
、

講
義
集
論
し
、
書
数
十
篇
を
著
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
港
南
子
』
成
立
の
状
況
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
の
う
ち
、
注
意
す
べ
き
は
「
山
東
の
儒
・
墨
は

戚
な
江
・
准
の
聞
に
察
ま
り
」
の
箇
所
で
あ
る
。
「
山
東
の
儒
・
墨
」
と
は
、
王
利
器
の
注
釈
に
よ
る
と
、
「
塩
鉄
論
』
「
褒
賢
篇
」
に

い
う
「
斉
・
魯
の
儒
・
墨
」
、
『
准
南
子
』
「
氾
論
篇
」
に
い
う
「
都
・
魯
の
儒
・
墨
」
と
同
じ
で
、
暴
子
は
魯
人
で
あ
り
、
斉
・
魯
・

第
の
都
城
は
山
東
に
あ
る
か
ら
「
山
東
の
儒
・
墨
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、
「
山
東
」
と
は
具
体
的
に
は
「
斉
・
魯
・
鄭
」
地
域
一
帯
を

指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
と
「
斉
・
魯
・
鄭
」
の
「
儒
・
墨
」
が
、
江
・
准
へ
と
南
下
し
た
こ
と
を
、
こ
の
記
事
は

示
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
都
・
魯
」
の
地
に
関
し
て
、
『
史
記
』
「
貨
殖
伝
」
は
、

鄭
・
魯
は
沫
・
酒
に
浜
し
、
猶
お
周
公
の
遺
風
有
り
、
俗
は
儒
を
好
み
、
礼
に
備
わ
る
。
放
に
其
の
民
は
観
観
と
す
。
頗
る
桑
麻



の
業
有
る
も
、
林
沢
の
鶴
無
し
。
地
小
さ
く
、
人
衆
し
。
倹
畜
に
し
て
、
罪
を
畏
れ
邪
を
遠
ざ
く
。
其
の
衰
う
る
に
及
ぶ
や
、
買

を
好
み
利
に
趨
る
こ
と
、
周
人
よ
り
甚
だ
し
。

と
い
う
。
「
郷
・
魯
」
は
儒
を
好
む
土
地
柄
で
、
魯
国
が
衰
え
て
よ
り
商
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
言
う
。

ま
た
、
「
塩
鉄
論
』
「
通
有
」
に
「
鄭
・
魯
・
周
・
韓
は
、
蓮
華
競
食
す
」
と
い
い
、
「
鄭
・
魯
」
が
貧
し
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。

以
上
の
記
事
を
ま
と
め
る
と
、
「
都
・
魯
」
の
地
は
貧
し
か
っ
た
が
、

一
方
、
多
く
の
儒
・
墨
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
儒
・
墨

前漢東海郡の学術的動向

は
、
呉
楚
七
国
の
乱
以
前
、
准
南
王
が
「
四
方
の
遊
士
を
招
」
い
た
時
に
、
准
南
へ
と
行
き
、
『
准
南
子
』
の
編
纂
に
参
加
し
た
、
と

な
る
。
こ
れ
は
、
「
郷
・
魯
」
の
文
化
が
、
「
江
・
准
」
に
移
動
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
「
斉
・
魯
・
郷
」
と
「
江
・
准
」

と
の
中
間
に
位
置
す
る
の
が
「
東
海
郡
」
で
あ
る
。
こ
の
「
儒
・
畢
」
の
移
動
は
東
海
郡
に
、
文
化
的
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
の

も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
『
漢
書
』
「
地
理
志
」
で
、
東
海
郡
が
「
魯
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
、
東
海
郡
は
「
都
・
魯
」
の

文
化
を
受
容
し
た
こ
と
に
よ
り
、
東
海
郡
が
「
郷
・
魯
」
の
文
化
圏
に
属
し
た
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
『
史
記
』
当
時
で
は
、
東
海
郡
は
楚
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
上
記
の
「
儒
・
墨
」
の
移
動
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
知
識
人
の
移
動
が
あ
り
、
東
海
郡
は
、
「
東
楚
」
の
一
部
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
都
・
魯
」
の
文
化
を
受
け
継
ぐ
地
域
と

し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
「
漢
書
』
が
用
い
た
資
料
で
は
、
東
海
郡
は
「
鄭
・
魯
」
文
化
の
一
端
を
担
う
も
の
と
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
史
記
』
『
漢
書
』
の
記
述
の
性
格
の
差
も
ま
た
、
東
海
郡
自
身
の
性
格
の
変
化
と
、
『
史
記
』

「
漢
書
』
の
視
点
の
遣
い
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

45 
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以
上
『
史
記
』
「
貨
殖
伝
」
と
『
漢
書
』
「
地
理
志
」
と
に
お
け
る
東
海
郡
の
位
置
付
け
を
中
心
に
、
東
海
郡
の
変
還
を
考
え
て
き
た
。

だ
が
、
「
郷
・
魯
」
の
文
化
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
、
、
ど
の
よ
う
な
学
聞
を
担
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
東
海
郡
出
身
の
人
物
を
中
心
に
論
を
展
開

し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

(
三
)
斉
詩
学
を
中
心
に

(6) 

『
漢
書
』
で
東
海
郡
出
身
と
明
記
さ
れ
て
い
る
人
物
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

東
海
郡
(
県
不
明
)
:
:
:
白
光
(
自
民
易
)

-
殿
嘉
(
京
氏
易
)

-
髪
福
(
韓
詩
)

郊

:
蒔
宣
・
予
定
国
(
春
秋
)

-
后
蒼
(
礼
・
斉
詩
)

蘭
陵

:
孟
郷
(
礼
・
春
秋
)

-
孟
喜
〈
孟
氏
易
)

-
母
将
永
(
高
氏
易
)

-
楕
大
・
粛
望
之
(
斉
詩
・
論
語
・

礼
服
)

下
部
・

厳
彰
祖
(
公
羊
春
秋
)

-
厳
廷
年
・
翼
奉
(
斉
詩
)

承

匡
衡
(
斉
詩
)

東
海
郡
出
身
の
人
物
は
様
々
な
学
聞
を
奉
じ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
斉
詩
」
を
学
ん
で
い
る
者
が
四
人
と
最
も
多
い
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
「
斉
詩
」
に
着
目
す
る
と
と
と
す
る
。
ま
ず
、
そ
の
来
歴
を
述
べ
て
い
く
。

斉
詩
の
沿
革
は
前
述
の
后
蒼
を
中
心
と
し
て
、
后
蒼
以
前
と
后
蒼
以
降
と
に
二
分
で
き
る
。
そ
の
淵
源
は
韓
国
生
に
あ
り
、
夏
侯
始



昌
に
伝
え
ら
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
夏
侯
始
昌
は
、
后
蒼
に
伝
え
た
。
后
蒼
以
前
の
系
譜
で
は
、
鞍
園
生
・
夏
侯
始
昌
・
后
蒼
以
外
に
斉

詩
を
学
ん
だ
者
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
斉
詩
学
自
体
は
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
系
譜
上
か
ら
い
え
ば
、

一
本
の
線
で
繋
が
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
思
想
も
具
体
的
に
は
未
詳
で
あ
る
。

陳
喬
縦
「
斉
詩
遭
説
孜
自
序
」
は
「
案
ず
る
に
斉
詩
の
伝
は
后
蒼
よ
り
す
」
と
あ
り
、
后
蒼
が
そ
の
伝
を
作
っ
た
し
て
い
る
。
「
斉

詩
」
の
伝
を
作
っ
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
后
蒼
以
降
、
斉
詩
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
人
物
が
「
漢
書
」
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

蒲
望
之
・
匡
衡
・
翼
奉
が
そ
れ
で
あ
る
。

前漢東海郡の学術的動向

こ
の
四
人
は
皆
な
同
じ
く
東
海
郡
の
出
身
で
あ
る
。
彼
ら
が
斉
詩
を
学
ん
だ
場
所
に
関
し
て
、
「
粛
望
之
伝
」
に
以
下
の
よ
う
に
い

o
 

，っ

世
々
回
を
以
て
業
と
為
し
、
望
之
に
至
り
、
学
を
好
み
、
斉
詩
を
治
む
。
同
県
の
后
蒼
に
事
え
る
こ
と
且
に
十
年
に
な
ら
ん
と
す

る
に
、
令
を
以
て
太
常
に
詣
き
業
を
受
く
。

粛
望
之
の
家
は
「
田
を
以
て
業
と
為
し
」
て
い
た
が
、
請
望
之
は
学
聞
を
好
み
斉
詩
を
学
ん
だ
。
同
県
の
后
蒼
に
師
事
し
て
十
年
間

ほ
ど
研
鏑
を
積
み
、
そ
れ
か
ら
「
令
を
以
て
」
太
常
に
行
き
学
問
に
磨
き
を
か
け
る
。
こ
の
「
令
」
に
つ
い
て
、
顔
師
古
注
は
如
淳
注

を
引
い
て
「
令
、
郡
国
の
官
に
、
文
学
を
好
み
、
長
を
敬
い
、
政
教
に
粛
た
る
も
の
有
れ
ば
、
二
千
石
は
奏
上
し
、
計
と
借
に
し
、
太

常
に
詣
き
業
を
受
く
る
と
と
弟
子
の
如
か
ら
し
め
よ
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
粛
望
之
は
ま
ず
地
元
の
東
海
で
斉
詩
を
学
ん
だ
こ
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と
に
な
る
。
翼
奉
・
匡
衡
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
ら
三
人
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
同
門
と
し
て
斉
詩
を
学
ん
で
い
る
こ
と
よ

(7) 
り
、
翼
奉
・
匡
衡
も
東
海
郡
で
学
ん
だ
と
考
え
る
。
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(
四
)
葡
望
之
・
翼
奉
・
匡
衡
の
比
較

さ
て
、
「
斉
詩
」
学
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
学
問
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
后
蒼
の
思
想
を
伝
え
る
資
料
は
現
存
し
な

い
の
だ
が
、
請
望
之
・
翼
奉
・
匡
衡
の
三
人
に
関
し
て
は
上
奏
文
よ
り
彼
ら
の
思
想
を
伺
い
知
る
事
が
で
き
る
。
比
較
に
あ
た
っ
て
は
、

災
異
説
を
そ
の
中
心
と
す
る
。
そ
れ
は
、
三
人
の
上
奏
文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
単
純
に
は
比
較
し
が
た

い
が
、
災
異
説
な
ら
ば
三
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
述
べ
て
お
り
、
ま
た
思
想
面
を
考
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

三
人
の
上
奏
文
を
中
心
に
、
「
斉
詩
」
学
を
考
察
す
る
。

(8) 

ま
ず
、
粛
望
之
で
あ
る
。
宣
帝
地
節
三
年
夏
、
京
師
に
賓
が
降
っ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
粛
望
之
は
上
疏
し
災
異
説
を
述
べ
た
。

春
秋
昭
公
三
年
大
雨
君
。
是
の
時
季
氏
権
を
専
ら
に
し
、
卒
に
昭
公
を
逐
う
。
郷

魯
君
を
し
て
天
変
に
察
し
、
宜
し
く
此
の
害

を
亡
か
ら
し
む
。
今

陛
下
聖
徳
を
以
て
位
に
居
り
、
政
を
思
い
賢
を
求
む
。
尭
舜
の
用
心
な
り
。
然
れ
ど
も
、
善
祥
未
だ
藻
ら

ず
、
陰
陽
和
せ
ず
。
是
れ
、
大
臣
任
政
に
し
て

一
姓
撞
勢
の
致
す
所
な
り
。
(
後
略
)

粛
望
之
の
論
の
展
開
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
『
春
秋
』
昭
公
三
年
の
記
事
を
引
用
す
る
。
昭
公
三
年
の
記
事
を
引
用
し
た
の
は
、

「
雨
君
」
が
共
通
し
て
い
る
た
め
と
み
て
間
違
い
な
い
。
現
実
に
発
生
し
た
事
件
と
「
春
秋
』
に
あ
る
事
件
と
を
共
通
項
と
し
て
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
昭
公
を
宣
帝
に
、
季
氏
を
霊
氏
に
な
ぞ
ら
え
、
上
奏
せ
ん
と
す
る
内
容
に
伏
線
を
張
り
同
時
に
自
説
を
権
威
化

す
る
。
そ
の
後
は
宣
帝
を
尭
舜
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
「
善
祥
」
「
陰
陽
」
の
後
を
用
い
て
い
る
が
、
理
論
的
展
開
は
な
い
。

上
奏
文
よ
り
伺
え
る
藤
望
之
の
災
異
説
は
、
ど
れ
も
こ
の
類
で
あ
り
、
用
い
ら
れ
て
い
る
経
は
皆
な
現
実
に
起
こ
っ
た
事
件
の
主
題



と
接
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
引
用
さ
れ
る
。
「
陰
陽
」
語
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
挙
げ
た
記
事
と
同
じ
く
、
修
辞

以
上
の
意
昧
は
持
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
粛
望
之
の
災
異
説
は
現
実
に
事
件
が
発
生
し
て
か
ら
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
、
事
件

に
従
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
独
立
し
た
災
異
理
論
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
づ
い
て
、
医
衡
を
検
討
す
る
。
元
帝
初
元
二
年
、
地
震
と
日
食
と
が
同
時
に
発
生
し
た
。
こ
の
地
震
・
日
食
に
対
し
て
匡
衡
は
、

「
孝
経
』
「
論
語
』
『
詩
』
を
引
用
し
つ
つ
為
政
者
の
あ
り
方
を
述
べ
た
後

前漢東海郡の学術的動向

臣
聞
け
ら
く
、
天
人
の
際
、
精
眠
以
て
相
還
す
有
り
。
善
悪
以
て
相
推
す
有
り
。
事
の
下
に
作
れ
ば
、
象

上
に
動
く
。
陰
陽
の

理
各
々
其
の
感
に
応
ず
。
陰
変
ず
れ
ば
静
な
る
者
は
動
き
、
陽
蔽
す
れ
ば
則
ち
明
な
る
者
暗
し
。
水
早
の
災

類
に
随
い
て
至
る
。

L>.. 
7 

関
東
連
年
飢
鱒
に
し
て
:
:
。

と
い
う
。
匡
衡
の
上
奏
文
は
、
為
政
者
の
あ
り
方
を
正
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
災
異
理
論
に
関
し
て
は
、
天
人

相
関
説
を
説
い
て
は
い
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
な
い
。

つ
づ
い
て
、
翼
奉
を
検
討
す
る
。
翼
奉
は
「
両
夏
侯
京
翼
李
伝
」
の
賛
に
、
「
漢
興
り
て
よ
り
陰
陽
を
推
し
災
異
を
言
、
つ
者
」
と
し

て
評
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

「
翼
奉
伝
」
の
記
載
に
沿
っ
て
述
べ
て
い
く
と
、
ま
ず
「
六
情
十
二
律
」
説
が
あ
る
。
「
六
情
」
の
「
六
」
は
東
西
南
北
に
上
下
を

加
え
た
方
角
の
数
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
方
角
に
そ
れ
ぞ
れ
「
好
・
怒
・
悪
・
喜
・
楽
・
哀
」
と
い
っ
た
「
情
」
を
対
応
さ
せ
る
た
め

「
六
情
」
と
一
一
一
一
口
う
。
更
に
こ
れ
に
十
二
支
を
対
応
さ
せ
て
十
二
律
と
す
る
。

こ
の
「
六
情
十
二
律
」
は
「
律
を
以
て
人
情
を
知
る
。
王
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者
の
秘
道
」
と
さ
れ
る
。
宣
帝
期
の
人
・
王
臨
が
翼
奉
を
招
こ
う
と
し
た
時
の
こ
と
、
翼
奉
は
政
治
で
大
切
な
の
は
下
の
者
の
「
邪
正
」
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を
知
る
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
し
「
六
情
十
二
律
」
説
を
説
き
、
王
臨
を
「
邪
人
」
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
六
情
十
二
律
」
説
と
は
、
人
間
の
邪
正
を
知
る
た
め
の
理
論
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
「
五
際
」
説
が
あ
る
。
「
五
際
」
説
は
元
帝
・
初
元
元
年
の
「
関
東
大
水
」
二
年
の
地
震
に
対
す
る
上
奏
文
に
見
え
る
。

臣
之
を
師
に
聞
く
、
天
地

位
を
設
け
、
日
月
を
懸
け
、
星
辰
を
布
き
、
陰
陽
を
分
か
ち
、
四
時
を
定
め
、
五
行
を
列
ね
、
以
て

聖
人
に
視
め
す
。
之
を
名
い
い
て
道
と
日
う
。
聖
人

道
を
見
て
、
然
る
後

王
治
の
象
を
知
る
。
故
に
州
土
を
画
ち
、
君
臣
を

建
て
、
律
暦
を
立
て
、
成
敗
を
陳
べ
、
以
て
賢
者
に
視
め
す
。
之
を
名
い
い
て
経
と
日
う
。
賢
者

経
を
見
て
、
然
る
後
人
道
の

務
め
を
知
る
。
則
ち
、
詩
・
書
・
易
・
春
秋
・
礼
・
楽

是
な
り
。
易
に
陰
陽
有
り
。
詩
に
五
際
有
り
。
春
秋
に
災
異
有
り
。
皆

な
終
始
を
列
ね
、
得
失
を
推
し
、
天
心
を
考
え
、
以
て
王
道
の
安
危
を
言
う
。

天
地
が
聖
人
に
一
京
す
総
合
体
を
「
道
」
と
言
い
、
聖
人
は
「
道
」
を
見
て
世
を
治
め
、
賢
者
に
示
す
。
聖
人
が
賢
者
に
示
す
媒
体
が

「
経
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
経
」
と
は
所
謂
「
六
経
」
で
あ
る
。
「
六
経
」
は
「
王
道
の
安
危
」
を
言
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、

各
々
の
経
に
は
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
詩
」
の
特
徴
が
「
五
際
」
説
で
あ
る
。

臣
奉
縮
か
に
斉
詩
を
学
ぶ
に
、
五
際
の
要
は
「
十
月
之
交
」
篇
に
あ
る
を
聞
く
。
日
蝕
・
地
震
を
知
る
の
数
、
昭
然
と
し
て
明
ら

む
べ
き
こ
と
、
猶
お
巣
居
し
て
風
を
知
り
、
穴
処
し
て
雨
を
知
る
が
ご
と
し
。

「
五
際
」
説
の
要
点
は
、
『
詩
』
小
雅
「
十
月
之
交
」
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
十
月
之
交
」
は
「
詩
経
』
で
唯
一
、
日
食
を

(9) 

述
べ
た
詩
で
あ
り
、
ま
た
日
食
の
不
吉
を
語
り
「
百
川
沸
騰
し
、
山
家
翠
崩
し
、
高
岸
は
谷
と
為
り
、
深
谷
は
陵
と
為
る
」
と
、
い
わ



ば
天
変
地
異
を
言
っ
て
い
る
詩
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
日
食
・
地
震
」
の
意
昧
を
解
釈
す
る
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

故
に
、
翼
奉
に
よ
れ
ば
、
「
十
月
之
交
」
を
根
拠
と
し
た
「
五
際
」
説
を
理
解
し
さ
え
す
れ
ば
、
日
食
や
地
震
の
意
味
を
た
や
す
く

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
五
際
」
説
と
は
日
食
・
地
震
に
政
治
的
意
昧
を
見
い
だ
す
た
め
の
理
論
で
あ
る
と

し
て
よ
い
。
「
翼
奉
伝
」
で
は
、
以
下
そ
の
理
論
を
展
開
じ
て
外
戚
批
判
へ
と
移
行
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

以
上
、
三
人
の
説
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
三
人
を
比
較
し
て
み
る
と
、
粛
望
之
は
現
実
密
着
型
の
災
異
説
を
述
べ
る
の
み
で
あ
り
、

そ
の
背
後
に
体
系
だ
っ
た
災
異
理
論
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
匡
衡
も
同
様
で
、
「
匡
衡
伝
」
に
あ
る
上
奏
文
を
み
る
限
り
、
そ
の

前漢東海郡の学術的動向

理
論
面
は
粛
望
之
よ
り
も
夫
人
相
関
説
が
少
々
詳
し
く
な
っ
て
い
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
翼
奉
の
場
合
、
下
の
者
の

「
邪
正
」
を
知
る
た
め
の
「
六
情
十
二
律
」
説
、
日
食
・
地
震
の
意
味
を
解
釈
す
る
「
五
際
」
説
な
ど
、
明
ら
か
に
災
異
理
論
が
体
系

と
し
て
秩
序
だ
っ
て
い
る
の
が
看
取
で
き
る
。
翼
奉
は
「
臣
之
を
師
に
聞
く
」
と
は
言
う
が
、
こ
の
三
人
を
比
較
す
る
限
り
、
こ
れ
ら

の
理
論
は
、
実
際
に
は
翼
奉
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
翼
奉
の
「
律
暦
陰
陽
の
占
を
好
む
」
(
「
翼
奉
伝
」
)
こ
と
よ
り
生
み
出

さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。

そ
し
て
、
「
律
暦
陰
陽
の
占
」
を
学
ん
だ
の
は
、
こ
の
記
事
の
上
文
に
「
望
之

之
に
政
事
を
施
す
も
、
奉

惇
学
に
し
て
仕
え
ず
」

と
一
一
一
回
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
翼
奉
の
出
仕
以
前
の
こ
と
、
即
ち
東
海
郡
で
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
翼
奉
の
「
六
情
十

一
一
律
」
説
「
五
際
」
説
は
、
東
海
郡
で
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
五
)
今
後
の
課
題
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以
上
、
東
海
郡
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
東
海
郡
は
、
「
史
記
』
「
貨
殖
伝
」
で
は
「
東
楚
」
に
属
し
、
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『
漢
書
』
「
地
理
志
」
で
は
「
魯
」
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
『
史
記
』
で
は
東
海
郡
を
農
業
生
産
形
態
を
中
心
に
分
類
し
、
『
漢
書
』

で
は
東
海
郡
の
文
化
を
中
心
に
分
類
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
東
海
郡
自
身
の
性
格
の
変
化
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
儒
者
の
南
下
に
伴
う
「
郷
・
魯
」
文
化
を
、
結
果
と
し
て
東
海
郡
が
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
思
想
上
か
ら
見
て
い
く
と
、
「
斉
詩
」
学
が
東
海
郡
よ
り
発
展
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
更
に
「
斉
詩
」
学
の
傾
向
を
み

る
た
め
に
、
宣
帝
・
元
帝
期
の
粛
望
之
・
匡
衡
・
翼
奉
の
災
異
説
を
上
奏
文
よ
り
考
察
し
た
結
果
、
粛
望
之
・
匡
衡
は
独
自
の
災
異
説

を
持
つ
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
翼
奉
の
み
が
律
暦
を
用
い
て
独
自
の
災
異
理
論
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
東
海
郡
で
準
備

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
課
題
を
提
出
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
東
海
郡

に
限
定
し
て
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
だ
が
他
の
地
域
・
地
方
で
は
ど
う
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
地
域
・
地
方
は

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
本
稿
で
は
、
東
海
郡
が
受
け
入
れ
た
文
化
と
し
て
括
弧
付
き
で
「
鄭
・
魯
」

の
文
化
と
し
て
き
た
。
こ
の
「
鄭
・
魯
」
文
化
は
、
そ
の
文
化
自
体
の
考
察
及
び
、
拡
大
し
て
い
く
状
況
・
理
由
も
未
詳
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
こ
れ
は
「
郷
・
魯
」
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
研
究
を
通
じ
て
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

注
(
1
)

斉
魯
一
帯
を
中
心
と
し
た
地
域
の
思
想
、
所
謂
「
斉
魯
の
学
」
に
関
す
る
論
稿
は
多
い
(
谷
中
信
一
「
漢
代
思
想
史
に
あ
ら
わ
れ
た

斉
・
魯
観
」
(
「
東
方
学
』
第
七
十
三
集
昭
和
六
十
二
年
)
、
粛
木
哲
郎
「
斉
魯
・
山
東
の
儒
墨
と
方
士
た
ち
|
儒
教
国
教
化
前
史
」

(
『
東
方
宗
教
』
第
七
十
五
号
平
成
二
年
)
参
照
)
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
論
稿
は
そ
の
思
想
の
独
自
性
と
漢
代
思
想
史
に
お
け
る
位
置
づ

け
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
な
地
域
区
分
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。



(2)

鶴
間
利
幸
「
中
華
の
世
界
と
東
方
世
界
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
3
」
岩
波
書
屈
一
九
九
八
年
)

(3)

東
海
郡
以
外
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
郡
と
し
て
は
、
浦
・
浪
邪
郡
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。
「
(
五
)
今
後
の
課
題
」
参

照。

(
4
)

前
掲
鶴
間
論
文
参
照
。

(5)

鶴
間
和
幸
「
漢
代
豪
族
の
地
域
的
性
格
」
(
「
史
学
雑
誌
」
第
幻
編
第
ロ
号
昭
和
五
十
三
年
)

(6)

「
史
記
」
で
は
、
本
貫
の
記
述
が
「
魯
人
」
「
斉
人
」
な
ど
戦
国
国
家
の
区
分
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
具
体
的
に
東
海
郡
出
身
の
人
物

を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
『
漢
書
』
の
記
述
を
中
心
と
し
た
。
「
史
記
』
『
漢
書
』
の
地
域
区
分
の
相
違
も

課
題
の
一
つ
と
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

(7)

「
翼
泰
伝
」
に
「
斉
詩
を
治
む
。
藤
望
之
・
匡
衡
と
師
を
同
じ
く
す
。
一
二
人

る。

(
8
)

沢
田
多
喜
男
「
読
粛
望
之
伝
余
録
」
(
『
千
葉
大
学
人
文
研
究
」
第
日
号

(9)

能
回
忠
売
「
詩
経
の
日
蝕
」
(
『
東
洋
天
文
学
史
論
叢
』
恒
星
社
厚
生
閣
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経
術
皆
な
明
ら
か
に
し
て
、
衡
を
後
進
と
為
す
」
と
あ

昭
和
六
十
一
年
)

平
成
元
年
復
刻
)

(
文
学
部
助
手
)




